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事項 業務の区分
ﾛ

q U

業務に係る司法
行政文密の類型 ・ 司法行政文書の具体例

大分類

壷頚鈴、
■

T雰蘋寵器fｼ類
保存
期間

股3 i哉判所規則（ )制 旨又は改廃及びその経緯
1 蝋高裁判所
規則の制定
又は改廃及
びその経緯

(1)

(2)

(3)

(4)

巫乗の硬酎

刷定又は改廃

官報公告

解釈又は運用の基準の設定

ア

イ

ウ

ア

イ

ア

イ

醒坐蝿又善

敢聞裁判蘭規則の制定に関する

鯛壷審賎又は建駿に関する文書

巫蕊の検肘に関する調査研究文
審

…U営ﾛ…TuJグロ”…ザジIj珂権へ『季堅壷

のための決裁文書

鐘高裁判所規則の原本

冨報公示に閥する文書

解釈又は運用の基準の設定のた

めの鯛査研究文書

解釈又は運用の基準の設定のた
めの決裁文書

例
㈱

ア
イ
ウ
エ
オ

７
イ

閃
側

例
㈹

、
㈹
㈲

華不万蔭『，錘本計画

法律の要綱，
旧対照条文．

法律案，理由，新
人塞院窺目11毒

開1“知

路間
駿事概要，駿事録
配布資料
鯛甕寒雛繪異一麓義

鯛陶暴政磯関又は民間企難の
関係団体又は関係者からの意見
聴取

敢渦戴判所規則案，理由，新旧
対照条文，参照条文
審査室会雛，事務総局会駿及び
穀判官会鮭の配布香料

敢商裁判所規則の原本

官報公告の写し

鯛鯛豊咳磯関又は民間企難の
関係団体又は関係者からの意見
聴取

逐条

イ
用

ガ
運

解脱

ドライン

の手引

蛾高裁判所規則 立案

制定・改廃

官報公告

解釈・運用

敢伺麺判BT

OO年度）
規貝リ （立案） （平成

液面裁判"T規則（制定・改廃）
（平成OO年度） 、

蚊間誠I判疏規則

（平成OO年度）
(官報公告）

敢尚裁判所規則（解釈・運用）
（平成○○年度）

30年

行Z 椴関等との申 ーー

の
色
、

行政磯関等

との申合せ
及び

緯
その経

行政磯閲等との甲合せに関する．

立案の検肘及び行政機関等への
協錨その他の重要な経緯

ア

イ

ウ

エ

オ

立茶基礎文替
●

甲合せに係る案の検討に関する
鯛査研究文密

甲合せに係る案の検討に関する
行政磯関等との協畿文書

行政磯関等との会躍に検肘のた

めの資料として提出された文審及
び当餓会磯の鮭率が記録された
文番その他申合せに至る過程が
記愚太蜘沸古奪

甲台~せの内容が記録された文替
●

、
㈱

同
㈱
例

、
㈱
例

全本万誼r,釜本計画
｡

外因,行政観閲又は民間企業の
状況鯛査

関係団体又は関係者からの意見
聴取

行政磯閲等への協議案

行政機関等からの質問及び意見

行政機関等からの質問及び意見
に対する回答 ．

閉1通猛緯

戯事概要，
配布資料

駿事録

甲合せ

行政験

申合せ
C ●

関等との 甲合せ 汀…園等との甲合せ等(平成
OO年度）

10年
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． 事項 業務の区分 業務に係る司法
行政文書の類型 ‘ 司法行政文書の具

■

陣例
大分類

タェーニ■J四

r蚕蘋寵箭瀕 名称
(小分類）

保存
期間

＝~ ローマ一戸も ● 画

3 通達の制定

又は
びそ

立案の検肘その他の重要な経緯

■
■

ア

イ

ウ

立乗垂礎文替

薬立
番

の検肘に関する調蚕研究文

通達の制定又は改廃のための決
裁文審

例
㈹

基本方針，

外国，行政磯関又は民間企業の
状況鯛査

関係団体又は関係者からの意見
聴取

通運案

通達 制定・改廃 通達の制定・改廃（平成○○年
度）

10年

4 刊行に関す
る事項

刊行に関する業務

● 旬

刊行に関する文書 刊行方針，編成方針 。

原稿案

刊行事務 刊行事務 刊行事務（平成OO年度）

刊行物の原稿（平成OO年度）

3年

5年

5 関
の

●
へ

連絡事項

法案等の提出,成立等に伴う通
知業務

事件報告に関する業務

法案の提出，成立等に関する下
級裁への通知文書

報告に関する文書（下級裁判所
からの裁判審写しの送付）

替簡，通知，事務連絡

裁判番写し ．

外部対応 下級裁判所

事件報告

下級

度）
裁判所通知

､

(平成OO年

下級裁判所裁判密写し綴（平成
○0年度）

5年

3年


